
にっこう安心見守りグッズ配布事業

配布は

各地域包括支援センターで配布します。

（手続きの流れ）
①窓口に申請書を提出
ご家族や支援者の方でも申請することができます。申請書は、窓口にあります。
②にっこう安心カルテの記入
いざと言うときの準備として、ご利用者の状況を記入するカルテを作成
いたします。（その場で、写しをいただきます。）
③個人コードを登録する
ご利用者個人コードを登録いたします。

【 お問い合わせ先 】

認知症などが原因で行方不明になる人が全国的にも増えています。
日光市も例外ではありません。

日光市では

もし行方不明になったときに、個人が早期に特定できるよう、ＱＲコードが入った
キーホルダーを作成しました。
カバンや杖に、簡単にとりつけられるキーホルダーで、もしものときに早期発見・保護
につながります。

※キーホルダーだけでは、個人を特定できません。そのため、警察に情報提供することに、同意をお願
いします。

■日光市地域包括支援センター 
  ＴＥＬ：0288-21-2137
■今市南地域包括支援センター
   ＴＥＬ：0288-25-6444
■今市東地域包括支援センター 
   ＴＥＬ：0288-26-6537
■今市西地域包括支援センター
ＴＥＬ：0288-25-6３７４

■今市北地域包括支援センター 
   ＴＥＬ：0288-21-7081
■日光・足尾地域包括支援センター
   ＴＥＬ：0288-25-3255
■藤原・栗山地域包括支援センター 
   ＴＥＬ：0288-76-3333

ＱＲコード入り
「見守りキーホルダー」

をご利用ください



【市民の皆様へ】

このキーホルダーをつけている方が、ご自宅の住所、電

話番号、帰り道が分からないなど、困っている様子を見

かけたら、下記までご連絡お願いいたします。

◆今市警察署 ０２８８－２３－０１１０

◆日光警察署 ０２８８－５３－０１１０

◎日光市では、認知症を正しく理解し見守りをする、認知症サポー
ター養成講座を実施しております。ご興味のある方は、表紙の地域包
括支援センターにお問い合わせください。

見守りキーホルダー みほん（拡大してあります）
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